
令和５年６月受付分

商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 許　　　可　　　番　　　号
取消処分に係る
建設業の種類

許可の取消処分
年月日

（全部廃業）

（有）谷林総合建設 谷林　富充 杵築市大字南杵築1876-2
大分県知事許可
（般－30）第10998号

全部廃業
　土木工事業
　建築工事業
　とび・土工工事業
　石工事業
　舗装工事業

令和5年6月1日

みやかわ庭園 宮川　幹男 大分市大字田原138-4
大分県知事許可
（般－2）第7988号

全部廃業
　造園工事業

令和5年6月1日

（有）大地工務店 池邉　慎一 大分市大字寒田226
大分県知事許可
（般－2）第9366号

全部廃業
　建築工事業

令和5年6月5日

高田通運（株） 松村　政樹 豊後高田市新栄1379-6
大分県知事許可
（般－3）第6522号

全部廃業
　土木工事業
　とび・土工工事業

令和5年6月5日

東洋カッター工事 上田　　誠 大分市大字市509-2
大分県知事許可
（般－3）第13973号

全部廃業
　とび・土工工事業

令和5年6月6日

日豊建材工業（株） 山本　一成 別府市上人仲町12-30
大分県知事許可
（般－4）第7659号

全部廃業
　屋根工事業

令和5年6月15日

大山商事（株） 大山　満子 大分市豊海2-4-4
大分県知事許可
（般－3）第13579号

全部廃業
　土木工事業
　とび・土工工事業
　石工事業
　鋼構造物工事業
　舗装工事業
　しゅんせつ工事業
　水道施設工事業
　解体工事業

令和5年6月21日

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第1項の規定により、以下のとおり建設業の許可を取り消しましたのでお知らせします。

１ 許可取消しの原因

　 建設業に係る廃業等の届出があり、建設業法第29条第1項第5号に該当するため。

２ 商号又は名称等



（一部廃業）

（株）リビングデザイン 造士　崇史 大分市東大道3-5-26
大分県知事許可
（般－1）第12197号

一部廃業
　大工工事業
　左官工事業
　とび・土工工事業
　石工事業
　屋根工事業
　タイル・れんが・ブロック工事業
　鋼構造物工事業
　鉄筋工事業
　板金工事業
　ガラス工事業
　塗装工事業
　防水工事業
　内装仕上工事業
　熱絶縁工事業
　建具工事業
　解体工事業

令和5年6月9日

（有）甲斐田環境開発 甲斐田　壽博 大分市大字光吉1785-17
大分県知事許可
（般－30）第12132号

一部廃業
　とび・土工工事業

令和5年6月13日

（株）小畑組 小畑　博文 由布市挾間町高崎152-4
大分県知事許可
（般－4）第12580号

一部廃業
　建築工事業
　大工工事業
　左官工事業
　屋根工事業
　タイル・れんが・ブロック工事業
　鉄筋工事業
　板金工事業
　ガラス工事業
　塗装工事業
　防水工事業
　内装仕上工事業
　熱絶縁工事業
　建具工事業

令和5年6月27日

（株）Ｃ・Ｗ・Ｅ 古手川　哲 大分市青崎1-2-36
大分県知事許可
（般－1）第13711号

一部廃業
　管工事業

令和5年6月28日


